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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 25 年 12 月 24 日開催の取締役会において、平成 26年 1月 29 日開催予定の第 20期定

時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知ら

せいたします。 

 

記 
 
１．定款の一部変更の主旨及び目的 

障害者自立支援法が、平成 24 年６月に成立した地域社会における共生の実現に向けて新たな障

害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、平成 25 年４月１日か

ら「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改正されたことから、現行

定款第２条について、用語の変更等、所要の変更を行うものであります。 

 

２．変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線は変更部分であります。） 

現 行 定 款 変 更 案 
（目 的） （目 的） 
第２条 当会社は、次の事業を営むことを 

目的とする。 
第２条 当会社は、次の事業を営むことを 

目的とする。 

（１）～（12） （条文省略） （１）～（12） （現行どおり） 
（13）障害者自立支援法に基づく障害 

福祉サービス事業 
（13）障害者の日常生活及び社会生活 

を総合的に支援するための法律 
に基づく障害福祉サービス事業 

  ①～③  （条文省略）    ①～③  （現行どおり） 
  ④障害者自立支援法に基づくそ 
   の他障害福祉サービス事業 

  ④その他障害福祉サービス事業 

（14）障害者自立支援法に基づく地域 
生活支援事業 

（14）障害者の日常生活及び社会生活 
を総合的に支援するための法律 
に基づく地域生活支援事業 

  ①～⑥  （条文省略）    ①～⑥  （現行どおり） 
（15）～（74） （条文省略） （15）～（74） （現行どおり） 

 

３．定款変更の効力発生日(予定)   

平成 26 年 1 月 29 日 

以 上 


